
別紙－１ 

学校給食実施補助資料（令和８年度） 奈良県立西和養護学校 １ 給食日数（※５月１日現在） 月別 日数 備考 月別 日数 備考 

  ４   １２ １４日(火)開始   ９  １８ ２日(水)開始 
 １０  ２１           

  ５   １８   １１  １９           
 １２  １６ ２２日(火)終了  ６  ２１ １８日(木)     創立記念日  
  １  １５ ８日(金)開始 
  ２  １７ ２４日(水)入試選考  ７ 

 
 
 

 １２ 
 
 
 

１６日(木)終了 
 
 
 

  ３ 
 
 

 １２ 
 
 

１０日(水)卒業式 １７日(水)終了 １８日(木)卒業式  
 合計 
 

１８１  
  ８     ０   

    ※予定給食日数。合計の欄は、令和８年４月～令和９年３月までの給食日数。   ※創立記念日   ６月１８日  （創立記念日は、給食なし） ※入学選考    ２月１回給食なし ※卒業式     ３月１回給食なし   ※土日の学校行事 なし             ２ 給食必要数  （令和８年５月現在）   児童生徒数  ２６５名（小学部８１人、中学部７３人、高等部１１１人）   教職員等数  １６２名（小学部５４人、中学部４６人、高等部４７人、他１５人）    合計数   ４２７名 
 
    ※特別食（再調理、除去食・代替食）及び特別な配慮を要する子ども    再調理（きざみ食） １名     除去食・代替食１４名    特別な配慮を要する子ども ５５名    
    ※特別な配慮とは、次のことをいう。    ・カレー、炊き込みご飯、まぜご飯等は、白ご飯と具を分けて提供（白ご飯は別に炊く）    ・うどんは麺と具を分けて提供    ・パン給食時にご飯を提供 
 ３ 給食時間    小学部（１～３年）（ 給 食 室 ）   １１：４０ ～ １３：３０          小学部（４～６年）（ 給食室・各教室 ）  １１：５５ ～ １３：３０ 
                中学部（１～３年）（ 各 教 室  ）   １１：４０ ～ １３：１０ 
                高等部（１～３年）（ 各 教 室 ）   １１：４０ ～ １３：１０ 
 ４ 配膳・回収 ・小学部１～５年については、給食室に児童生徒個々への個別配膳（１人分として配膳する。） ・小学部６年・中学部・高等部については、学級分ごとに配缶した物を２クラス分ずつコンテナに載せ、２・３階廊下ワゴンコーナーへ運搬すること。   ・給食後は、小学部１～５年は給食室の指定の場所に、小学部６年・中学部・高等部は２・３階廊下ワゴンコーナーに、児童生徒が返却したものを回収する。 
 ５ 調理研修・試食会    新規の受託者においては、給食開始までに、調理研修及び試食会を行うこと。 ※諸般の事情により調理場の使用が制限される場合には、その時期や内容について学校の指示に従い、適切な代替措置を講じること。 ・ 調理研修では、児童生徒に応じた食器具等の確認及び調理器具等の点検及び



食材を使用した試炊きを行う。 
     ・ 試食会は、初日の給食メニュー１００食程度を２回程度実施する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別紙－２ 奈良県立西和養護学校 
 経費の負担区分 委託者負担経費 受託者負担経費 ・施設・設備（調理機器等）に係る経費 

 ・什器備品  給食調理業務に関わるもの（机、ロッカー、厨房施設のドライ運用に係るたらい等の器具等を含む） 
 ・食器・器具類の購入費及び補充費 
 ・水道・光熱費 
 ・貸与機器の修繕費 
 ・食材料費 
 ・残菜、廃品の処理費 
 ・廃油処理費（天ぷら油等） 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○受託者の人件費 ○受託者の福利厚生費保健衛生費 健康診断・検便等・救急薬品等 ○受託者の被服費（クリーニング代含む） 白衣上下・作業毎のエプロン(下処理用・調理用・配食用・配膳用)・帽子・マスク・部屋別ドライシューズ・作業用手袋・爪ブラシ・清掃用長靴等調理作業等に必要な物 ○研修・試食会に要する費用 ○受託者の過失責任による場合の調理機器修繕費 ○衛生管理用消耗品 水質検査用薬剤ＤＢＴ薬剤、厨房・給食室・配膳室の消毒及び防虫・害虫駆除費 ○給食調理器具及び手指消毒用薬剤 次亜塩素酸ナトリウム溶液・消毒用アルコール等 ○調理消耗品 ラップ・ホイル・クッキングシート・配膳用ビニール袋・保存食用袋・キッチンぺーパー・使い捨て手袋等調理作業に必要な物・調理室のごみ袋・ランチルーム用ゴミ袋   ○残菜、廃品の処理に係る上牧町指定の有料ゴミ袋（可燃物、不燃物） 
 ○洗浄用消耗品 調理器具洗剤・食器洗浄機用洗剤・スポンジ・たわし・ブラシ等洗浄作業に必要な物 ○清掃用具類 スクイザー・ほうき・モップ等、ゴミ袋等清掃に関わる用具類・消耗品・施設清掃用洗剤等清掃作業に必要な物 ○その他雑貨・文具類・各種報告書等必要関係書類に関する経費 ○その他委託者側負担以外の一切の経費 

 


